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＝ストレスチェック制度「50人未満」にも実施義務へ
（厚生労働省中間とりまとめより）

作成日：2024.11.22

厚生労働省はストレスチェック制度等のメンタルへルス対策に関する検討会を開催し、中間とりまとめ案を公開しま
した。これまで、ストレスチェック制度は、労働者が常時50人以上いる事業所に対して義務化されておりましたが、
実施事務対象を50人未満事業所まで拡大することが盛り込まれました。（実施時期は未定）。労働基準監督署への
報告については、50人未満事業所に対しては、義務付けしない方向です。
今月のビタミンMでは、「ストレスチェック制度」についてお伝えします。

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、“お客様の経営に効く”
“お客様に活力を与える”存在でありたいとの願いが込められています

＝12月2日から、現行の健康保険証は、新規発行されなくなります＝

今年（2024年）の12月に
健康保険証が使えなくなる
のでしょうか。

マイナンバーカードがない
と健康保険証で受診でき
なくなりますか。

医療保険者から、紙製の
「資格情報のお知らせ」も
送られてきましたが、

どのように使えば良いの
でしょうか。

12月2日に現行の健康保険証の新規発行は停止されます。
現在、使用している保険証は、その有効期限まで（最長、
来年（2025年）12月1日まで）、使用可能です。

マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証利用
の登録をしていない方は、現行の保険証の有効期限より前
に、保険者から送付される「資格確認書」で
受診が可能です。なお、これらの方々は
「資格確認書」を受け取るための申請は
必要ありません。

＜今月のQ＆A＞
・「マイナ保険証」を基本とする健康保険証の
   新ルールについて

2014年の労働安全衛生法の改正により導入され、2015年12月よりスタートしました。

ストレスに関する質問票を労働者が記入し、それを集計・分析することで、労働者のストレスがどのような状態にあるのか調べる
簡単な検査のことです。

質問内容には、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の各項目に関する質問が含まれます。国が推奨する
職業性ストレス簡易調査票（57項目）を利用することで、労働者が回答し、集計・分析に役立てることができます。

ストレスチェックの対象者は、定期健康診断の対象者と同じ範囲になります。

ストレスチェックは、医師・保健師等が実施し、外部委託も可能です。

常時50人以上の労働者がいる事業所では、労働基準監督署への実施報告が義務付けされています。

ストレスチェックの結果は、労働者の同意がなければ、事業者に提供することは禁止されています。

ストレスの高い労働者から申し出があった場合、医師による面接指導が必要となります。

医師による面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要に応じた働き方の配慮が求められます。

ストレスチェックの結果や面接指導結果などの個人情報については、適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小の限度に
とどめましょう。詳しくは、厚生労働省のストレスチェック制度実施マニュアルを活用しましょう。

ストレスチェック制度とは？

←バックナンバーはこちら
  からご覧いただけます

❶ ❷ ❸

❹

❺ ❻

健康保険証に有効期限がある場合は、保険証に記載が
されています。
資格確認書は、保険者によって様式や発行形態は異なりま
すが、サイズ・形状は健康保険証と同様でプラスティック製・
カード型のものになります。
有効期限は最大5年以内です。
資格取得届時に資格確認証発行要否欄に
チェックされた方に発行されます。

マイナ保険証をお持ちでない方にも発行
されます。

いま使っている保険証の有効
期限はどこで確認すればよい
のでしょうか。

マイナ保険証を持っていない
場合等に発行される「資格確
認書」とはどのようなものに
なりますか。

医療機関によっては、マイナ保険証に
対応していないケースも想定される
ため、資格情報のお知らせ部分を切り
離し、マイナ保険証と併せて提示する
ことで、受診が可能となります。
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